
森林整備事業（間伐等の森林整備を推進） 和歌山県

○流域治水プロジェクトの「氾濫をできるだけ防ぐ・減らす」対策と
して間伐等の森林整備を推進

１

森林整備事業（間伐等の森林整備を推進） 和歌山県

○森林は様々な公益的機能を有する
➡当プロジェクトは水源涵養機能、土砂災害防止機能の発揮を特に重視

２



森林整備事業（間伐等の森林整備を推進） 和歌山県

○森林は様々な公益的機能を有する
➡当プロジェクトは水源涵養機能、土砂災害防止機能の発揮を特に重視

３

森林整備事業（間伐等の森林整備を推進） 和歌山県

○森林の育成は、植栽から収穫までに長い年月（概ね５０年以上）が必要で
森林整備を繰り返すことが必要

４



森林整備事業（間伐等の森林整備を推進） 和歌山県

○流域治水プロジェクトにおける森林整備の取組
➡間伐等の森林整備による山地災害防止機能、水源涵養機能の確保

５

森林整備事業（間伐等の森林整備を推進）

○森林整備の不足は森林の荒廃を招く
➡山地災害、渇水リスクの増大

和歌山県

出典：森林・農地の有する多面的機能の発揮による国土強靱化の取組

６



森林整備事業（間伐等の森林整備を推進）

○間伐等の森林整備により、森林を健全な状態へ育成
➡森林の山地災害防止機能、水源涵養機能等の公益的機能の確保

和歌山県

●木が込み合い、林内に光が届かない

●表土が剥き出しになり、土砂が流出

●根系の発達が遅れ、倒木のリスク

●林内に光が届く

●下層植生が発達し、土砂流出防止

●根系が発達し、倒木の未然防止

森林整備（前） 森林整備（後）

森林整備（間伐）
の実施

７


